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Ⅰ．実施要項

・事業名 週末電話相談

・相談内容 消費生活に関する商品・サービス、契約に関する苦情及び問合わせ

・実施場所 東京本部事務所（東京） 関西事務所（大阪）

・実施日数 東京本部事務所 103 日 関西事務所 48 日

東 京 大 阪

相 談 日 毎週 土曜日・日曜日

10～12 時・13 時～16 時

毎週 日曜日

10 時～16 時

相 談 体 制

（相談員数）

土曜日 ３人体制

日曜日 ３人体制 日曜日 ３人体制

受付電話番号 ０３－３４４８－１４００ ０６－６２０３－７６８４

０６－６２０３－７６５０

東京と大阪の相談延 151 日、相談を担当したのは消費生活専門相談員延 453 人。

Ⅱ．相談概要

１．相談受付件数および相談種別

18 年度の相談件

数は 3472 件で、そ

のうち「苦情」が

3350 件(96.5％)、問

い合わせは 122 件

(3.5％)で、相談の大

半は苦情だった。

平成 10 年度に東京で開設して以来、相談件数は下表のように増加し続けている。

年度別相談受付件数

414
493

757

1368

1971

2852

3239
3472

3316

大阪 43 72 171 354 705 1002 1317 1372

東京 414 450 685 1197 1617 2147 2237 1999 2100

10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

表１ 相談種別

相談種別 東京(件) 大阪(件) 合計(件) （％）

苦情 2072 1278 3350 96.5%

問い合わせ 28 94 122 3.5%

要望 0 0 0 0.0%

合計 2100 1372 3472 100.0%
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２．相談者・当事者の地域別相談件数

(1) 相談者の地域別

相談者を地域別にみると、関東が

1677 件(48.3％)と半数を占めている。

ついで近畿が 986 件(28.4％)、中部が

416 件(12.0％)、九州・沖縄からは 159

件（4.6％）となっている。携帯電話の

普及もあり、全国各地から電話はかか

ってきていますが、東京への相談者の

74.4％は関東地区の人が、大阪への相

談者の 67.1％は近畿地区の人である。

相談電話は相談窓口に近い人が主に

利用していることがから分かる(表３)。

・東北(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福
島)

・関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東
京・神奈川)

・中部(新潟・富山・石川・福井・山梨・長
野・岐阜・静岡・愛知)

・近畿(三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈
良・和歌山)

・中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)
・四国(徳島・香川・愛媛・高知)
・九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大

分・宮崎・鹿児島・沖縄)

(２) 相談者・契約当事者の地域別

相談者と契約者の地域はほとんど同じである。

表２ 相談者の地域別 (件)

東京 大阪 合計 （％）

北海道 43 22 65 1.9%

東北 39 18 57 1.6%

関東 1562 115 1677 48.3%

中部 267 149 416 12.0%

近畿 65 921 986 28.4%

中国 29 43 72 2.1%

四国 6 34 40 1.2%

九州・沖縄 89 70 159 4.6%

合計 2100 1372 3472 100.0%

表３ 相談者の地域別(東京・大阪の割合）

窓口比較 東京 (%) 大阪 (%)

北海道 43 2.0% 22 1.6%

東北 39 1.9% 18 1.3%

関東 1562 74.4% 115 8.4%

中部 267 12.7% 149 10.9%

近畿 65 3.1% 921 67.1%

中国 29 1.4% 43 3.1%

四国 6 0.3% 34 2.5%

九州・沖縄 89 4.2% 70 5.1%

合計 2100 100％ 1372 100％
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３．相談者・当事者の属性

(1) 相談者

① 性別

相談者は男性が女性を上回っている（表５）。

消費生活センター等の平日に開設している相談窓口への相談者

は、男性が増えてきたというものの、いまだに女性が男性を上回っ

ているのに比べて、当相談窓口は給与生活者の男性が休日に相談先

として利用しているものと考えられる。団体とは事業者などを指し、

多くは個人事業主で、電話機リース契約の解約に関する相談だった。

② 年代別と職業別

年代別では 20 代、30 代

が多く、両者あわせると

63.8％(2215件)と多くなっ

ている。架空請求や不当請

求の相談者が多く含まれ

ている。

職業別では給与生活者

が 70.0％(2432 件)を超え

ている。昨年の 67.7％から

さらに増えている。一方、

家事従事者は 13.4％（465

件）と昨年の 14.4％より、

さらに減少している。

(２) 契約当事者

契約当事者になると男性の占める割合がさらに増えている。

① 性別 ②年代別と職業別

10 代の未成年者や 60 歳以

上の高齢者の場合は相談者と

契約当事者が異なっている場

合がみられるが、全体でみると

相談者と契約当事者はほぼ同

じ人と考えられる。

表５ 相談者の性別

性別 件数 比率

男性 1842 53.1%

女性 1606 46.3%

団体 24 0.7%

不明 0 0.0%

合計 3472 100.0%

表６ 相談者の年代別

年代 件数 比率

１０代 120 3.5%

２０代 1094 31.5%

３０代 1121 32.3%

４０代 639 18.4%

５０代 338 9.7%

６０代 98 2.8%

７０代 30 0.9%

８０代 8 0.2%

９０代 1 0.0%

未記入 23 0.7%

合計 3472 100.0%

表７ 相談者の職業別

職業 件数 比率

給与 2432 70.0%

自営・自由 143 4.1%

家事 465 13.4%

学生 228 6.6%

無職 147 4.2%

相窓口 0 0.0%

行政 1 0.0%

消団 0 0.0%

企・団 21 0.6%

不明 23 0.7%

未記入 12 0.3%

合計 3472 100.0%

表 10 契約当事者の職業別

職業 件数 比率

給与 2316 66.7%

自営・自由 134 3.9%

家事 362 10.4%

学生 368 10.6%

無職 216 6.2%

相窓口 0 0.0%

行政 1 0.0%

消団 0 0.0%

企・団 21 0.6%

不明 29 0.8%

未記入 25 0.7%

合計 3472 100.0%

表８ 契約当事者の性別

性別 件数 比率

男性 1964 56.6%

女性 1481 42.7%

団体 26 0.7%

不明 1 0.0%

合計 3472 100.0%

表 9 契約当事者の年代別

年代 件数 比率

１０代 256 7.4%

２０代 1143 32.9%

３０代 1064 30.6%

４０代 510 14.7%

５０代 251 7.2%

６０代 129 3.7%

７０代 68 2.0%

８０代 23 0.7%

９０代 1 0.0%

未記入 27 0.8%

合計 3472 100.0%
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90 歳代に相談者と契約者が一人づつカウントされているが、同一人物ではない。相談

者が 90 歳代の人は息子に届いた架空請求について相談してきたもので、契約者が 90 歳

代の人は母親が活水器を訪問販売で取り付けているが、子供から解約させたいという内

容の相談であった。90 歳をこえても息子を案ずる相談には電話の向こうの矍鑠とした姿

が浮かぶ。

高齢者の契約内容は他の年代の相談に比べて異なるものとなっているので、後に改め

てみてみたい。

Ⅲ．相談内容

１．契約の状況

相談の大半は契約済みのものである。

２．商品・役務(サービス)別の相談傾向

商品、役務の割合をみると、架空請求・不当請求は「運輸・通信サービス」にカウント

されるので、これらを含む役務が全体の 71.7％（2490 件）と多く、商品の約 2.7 倍となっ

ている(表 16)。

表 12 商品別分類 表 13 役務別分類

商品別分類 件数 比率 役務別分類 件数 比率

商品一般 102 2.9% クリーニング 21 0.6%

食料品 55 1.6% レンタル･リース･貸借 177 5.1%

住居品 116 3.3% 工事･建築･加工 59 1.7%

光熱水品 7 0.2% 修理・補修 20 0.6%

被服品 126 3.6% 管理･保管 3 0.1%

保健衛生品 73 2.1% 役務一般 43 1.2%

教養娯楽品 236 6.8% 金融･保険サービス 284 8.2%

車両・乗り物 81 2.3% 運輸･通信サービス 1461 42.1%

土地･建物・設備 117 3.4% 教育サービス 23 0.7%

他の商品 1 0.0% 教養･娯楽サービス 156 4.5%

①商品の合計 914 26.3% 保健･福祉サービス 118 3.4%

他の役務 70 2.0%

表 14 他の相談 内職・副業･相場 47 1.4%

他の相談 件数 比率 他の行政サービス 8 0.2%

③他の相談の合計 68 2.0% ②役務の合計 2490 71.7%

架空請求ハガキは商品を特定することなく未納料金を請求しているので、「商品一般」とし

てカウントしている。商品一般≒架空請求といえる。表 15 はさらに詳しくみたものである。

表 11 契約の状況

契約状況 件数 比率

既契約 3263 94.0%

未契約 119 3.4%

不明・無関係 87 2.5%

未記入 3 0.1%

合計 3472 100.0%
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運輸･通信サービスが全体の 42.1％（1461 件）、

金融・保険サービスが 8.2％(284 件)と役務が

占め、ついで商品として教養娯楽品（補修用

教材など）の 6.8％(236 件)が続く。さらに役

務のレンタル・リース・賃貸が 5.1％(177 件)

と続いている。賃貸住宅の退去時の補修費な

どの請求に関する相談が目立った。

全体の４割以上を占めた運輸･通信サービスの大半は架空請求・不当請求であるが、その

内容は携帯電話機からのアクセスが減り、パソコンでインターネットサーフィング中に「年

齢は 18 歳以上ですか」と尋ねられたので「ハイ」とクリックしたら、突然「登録完了の画

面が出て登録料５万円を請求された」というようにアクセスの手段が、携帯電話機が激減

し、パソコンによるものが多くなっている。

金融・保険サービスが 8.2％(284 件)となっているが、その多くは多重債務関連の融資サ

ービスで 228 件(6.6％)と８割を占めている。

３．契約・購入金額

契約金額が 1 万円から 10 万円までのものが 1296 件ある(表 16)。架空請求・不当請求で

「登録料」として請求されている金額は 38000 円とか 48000 円あるいは 70000 円であり、

架空請求などの多くはここにカウントされている。表 17 の既払い金額「０円」が 1338 件

となっているが、架空請求などの相談では「支払いしなければいけないだろうか」との問

い合わせに「取り合わないでください」とアドバイスしており、支払を免れた架空請求・

不当請求関連の相談がここにカウントされている。ただ、中には「無料サイトに登録した

表 16 分類別の相談件数

商品・役務別 件数 比率

①商品の合計 914 26.3%

②役務の合計 2490 71.7%

③他の相談の合計 68 2.0%

合計 3472 100.0%

表 18 既払い金額

契約金額 件数 比率

0 円 1338 38.5%

5000 円未満 69 2.0%

5000～1 万円未満 38 1.1%

1 万～5万円未満 148 4.3%

5 万～10 万円未満 75 2.2%

10 万～20 万円未満 75 2.2%

20 万～30 万円未満 32 0.9%

30 万～40 万円未満 44 1.3%

40 万～50 万円未満 20 0.6%

50 万～100 万円未満 46 1.3%

100 万～500 万円未満 69 2.0%

500 万～1000 万円未満 6 0.2%

1000 万円以上 12 0.3%

不明･未記入 1500 43.2%

合計 3472 100.0%

表 17 契約金額

契約金額 件数 比率

0 円 10 0.3%

5000 円未満 92 2.6%

5000～1 万円未満 60 1.7%

1 万～5万円未満 739 21.3%

5 万～10 万円未満 557 16.0%

10 万～20 万円未満 172 5.0%

20 万～30 万円未満 122 3.5%

30 万～40 万円未満 124 3.6%

40 万～50 万円未満 82 2.4%

50 万～100 万円未満 211 6.1%

100 万～500 万円未満 206 5.9%

500 万～1000 万円未満 27 0.8%

1000 万円以上 49 1.4%

不明･未記入 1021 29.4%

合計 3472 100.0%
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が料金が未納と請求がある。１回払ったら次々と請求され、246 万円を支払った」という

ように、支払後の相談もあった。

契約金額の最高は 7000 万円である。1000 万円以上の高額の相談内容の多くは住宅購入

や建築、リフォームなど住宅に関連するものであった(2000 万円以上は全て住宅関連の相

談)。

住宅関連を除く高価格の相談の最高金額は 1720 万円で、海外先物取引に関するもので

「54 歳の母が訪問販売で購入した未公開株取引の解約交渉してくれた業者からの勧めで

海外の石油先物取引を始めた。高額を支払っており手数料も高い確実に解約する方法を教

えてほしい。」という相談があった。

呉服関係で 46 歳の給与生活者の女性が 1375 万円もの高額の契約をしており、「店舗、

展示会等で次々と小紋、付け下げ、大島、帯などを購入契約しているが解約したい」とい

う相談が寄せられていた。典型的な呉服の次々販売である。

リフォーム工事の次々販売として「無料で床下点検と訪問した業者に地震で倒壊するな

どと脅され基礎補強・調湿剤散布等の工事契約をし、既に 226 万円を支払い、契約総額 718

万円になる。解約したい」という相談が寄せられている。

また、既払い金は 350 万円だが、「息子が医学部受験のため予備校に行くことにして契

約したが当初の説明とは違い高額な受講料がかかる。解約したい」という相談では、当初

の説明では分からなかったが、授業料としてさらに 550 万円を請求されたというものもあ

った。

４．代金の支払方法

代金の支払方法は現金払いが 67.7％(2349 件)となっていた。不当請求は現金での支払い

を請求されるので、不当請求が多くなった平成 15 年以来、現金払いが急増している。

不当請求が一段落した平成 18 年度は訪問販売や電話勧誘販売など特定商取引に関する

契約の支払いに利用されている販売信用（主に個品割賦購入あっせん契約）の占める割合

が増加してきている。

借金契約に関する相談は、ヤミ金に関するものや平成 18 年 12 月に貸金業法が改正され

たことから消費者金融へ利息として支払った過払い金を取り戻す方法を尋ねるものなども

あった。

表 19 年度別の代金の支払方法

平成 18 年度 平成 17 年度 平成 16 年度 平成 15 年度 平成 14 年度

信用供与の有無 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率

無(現金払いなど) 2349 67.7% 2320 70.0% 2619 80.9% 1865 65.4% 873 44.3%

販売信用 436 12.6% 376 11.3% 242 7.5% 428 15.0% 476 24.2%

借金契約 223 6.4% 164 4.9% 88 2.7% 154 5.4% 192 9.7%

不明・無関係 464 13.4% 456 13.8% 290 8.9% 405 14.2% 430 21.8%

合計 3472 100.0% 3316 100.0% 3239 100.0% 2852 100.0% 1971 100.0%
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５．販売購入形態

通信販売が 48.6％(1688 件)と半数近くを占めているが、その大半は架空請求や不当請求

である。通信販売に関する相談が昨年は 52.4％と半数を超えていたのに比べると減少傾向

にあることが分かる。各地の消費生活センターなどでも不当請求などの相談はかなり減少

してきているが、当協会の窓口では消費生活センターに比べて減少傾向は緩やかである。

週末相談ということで、週末にインターネットサーフィングしていて、不用意にもクリッ

クした途端に、登録料 48000 円を請求する画面に替わり、どうしたら良いのかわからない

と、突然、不当請求を受けたサラリーマンなどが慌てて相談を寄せてきていることもある。

店舗購入が昨年の 20.2％から 25.1％と増加している。一方で、訪問販売や電話勧誘に関

する相談が占める割合は昨年に比べて減少している。

Ⅱの３で述べたように相談者の多くは契約当事者

でもある。ただ、10 代と 60 代以上の高齢者では、

相談者＝契約者ではないことがある。10 代ではいわゆる「ワンクリック詐欺」にあい、困

惑する子供にかわって親が相談しているものが多い。

★ 高齢者の契約(販売購入形態）の特徴

契約当事者が 60 歳以上の相談件数は 221 件で全体の 6.4％を占めた。それを販売形態別

にみると、通信販売(不当請求など)が全体の 48.6％から 19.0％と 30％も減り、訪問販売は

9.8％からの 29.4％と 20％も多くなっている(表 22)。

店舗外販売だけをみると、高齢者の場合、訪問販売に係わる相談が 50％を超えている。

在宅率の高い高齢者が訪問販売業者のターゲットになっていることが分かる(表 23)。

高齢者の店舗外販売の事例

①母が折込広告を見て安いミシンを購入するため業者を自宅に呼んだ。広告のミシンは故

障が多いなどといって、高いミシンを勧められて契約した。色々な機能が付いていても

使いこなせないと悩んでいる。クーリング･オフによる契約解除は可能か。

(相談者：娘 20歳代 契約者：60歳代女性 41.8 万円)

②伯母が空き店舗に誘われ血液サラサラ効能をうたうブレスレット購入。報道で効能に根

拠なしと分かったので解約希望 (相談者：姪 20歳代 契約者：60 歳代女性 42万円)

③義母が訪問販売にきたセールスマンに「写真を引き伸ばして賞状を作ってあげる」と勧

められて契約している。高いので解約したがっている。クーリングオフ期間は過ぎてい

表 20 販売形態

販売形態 件数 比率

店舗購入 871 25.1%

訪問販売 339 9.8%

通信販売 1688 48.6%

マルチ 65 1.9%

電話勧誘 128 3.7%

ネガティブオプション 19 0.5%

その他無店舗 27 0.8%

不明･無関係 330 9.5%

未記入 5 0.1%

合計 3472 100.0%

表 21 店舗外販売の内訳

販売形態 件数 比率

訪問販売 339 15.0%

通信販売 1688 74.5%

マルチ 65 2.9%

電話勧誘 128 5.6%

ネガティブオプション 19 0.8%

その他無店舗 27 1.2%

合計 2266 100.0%
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るが解約できるか。 (相談者：嫁 40歳代 契約者：70 歳代女性 28万円)

④実家の母がエアコン掃除をしにきた業者から、お風呂のお湯が温泉になる石を買わされ

ていた。解約できないか。 (相談者：嫁 50歳代 契約者：70 歳代女性 38万円)

⑤豪州の宝くじが当ったというＤＭが届き内容不明のまま送金を続けているが、これまで

全く入金されない。お金を返してほしい。 (80 歳代 男性)

⑥強引に本社に連れて行かれ金先物取引をした。値が下がり売り指示を出すが担当者の対

応が遅れ損が出た。損失補てんを希望。 (70 歳代男性 370 万円）

Ⅳ．相談内容分類の傾向

相談内容分類は相談件数3472件の複数回答となっ

ている。一番多いのは｢契約・解約｣で84.7％(2941件)、

ついで｢販売方法｣は 43.5％(1509 件)、｢価格・料金｣

が 10.2％(354 件)が続いている。この内容分類の傾向

は昨年と同じである。

ガス瞬間湯沸器などの製品事故に関する消費者問

題が多発したことから、｢リコールされた湯沸かし器

とは型番が違うが、ガス会社の点検で使用禁止になっ

た。安全に懸念がある｣、「圧力鍋で煮豆を炊いていた。

突然、フタがあき換気扇を直撃し、ガス台のガラス製

のトップの上に落ちた。換気扇とガラストップを元に

戻して欲しい」といった安全・衛生に関する相談が昨

年比 1.1％から 1.4％とわずかながら増加した。

さらに｢エステサロンでまつ毛パーマをかけたとこ

ろ施術ミスで毛が縮れ、上まぶたが腫れてしまった。

サロンに賠償を求めたい｣といったＰＬ法に係わる相

談もあった。

表 22 販売形態

販 売 形 態 全体
高齢者

(60 歳以上）

件数 比率 件数 比率

店舗購入 871 25.1% 50 22.6%

訪問販売 339 9.8% 65 29.4%

通信販売 1688 48.6% 42 19.0%

マルチ 65 1.9% 2 0.9%

電話勧誘 128 3.7% 12 5.4%

ネガティブオプション 19 0.5% 3 1.4%

その他無店舗 27 0.8% 2 0.9%

不明･無関係 330 9.5% 45 20.4%

未記入 5 0.1% 0 0.0%

合計 3472 100.0% 221 100.0%

表 23 高齢者の店舗外販売の内訳

販売形態 件数 比率

訪問販売 38 50.7%

通信販売 24 32.0%

マルチ 2 2.7%

電話勧誘 7 9.3%

ネガティブオプション 2 2.7%

その他無店舗 2 2.7%

合計 75 100.0%

表 24 内容分類 N=3472

内容分類 件数 比率

安全・衛生 48 1.4%

品質･機能役務品質 249 7.2%

法規･基準 84 2.4%

価格･料金 354 10.2%

計量･量目 2 0.1%

表示･広告 154 4.4%

販売方法 1509 43.5%

契約･解約 2941 84.7%

接客対応 317 9.1%

包装･容器 1 0.0%

施設･設備 3 0.1%

買物相談 5 0.1%

生活知識 8 0.2%

その他 38 1.1%
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Ⅶ．相談内容等キーワード
★内容キーワードとは

国民生活セン

ターが都道府県･

市･特別区の消費

生活センターか

ら相談内容の情

報を収集してい

る。この情報シス

テムは PIO-NET

と呼ばれている。

週末相談も国民

生活センターの

PIO-NET とほぼ

同じ形式で相談

カードを作成し

ている。カード作

成に当たり、あら

かじめ指定され

たキーワードを、

相談内容が浮か

び上がるように 4

項目を限度にし

て相談ごとに付

与している。

内容キーワードの上位は、相変わらず架空請求・不当請求にかかわる「ﾌﾄｳｾｲｷﾕｳ（不当

請求）・ｲﾝﾀｰﾈﾂﾄ・ﾎﾟﾙﾉ･ﾌｳｿﾞｸ・ﾃﾞﾝｼｼﾖｳﾄﾘﾋｷ」などであり、これらの契約の解約に関する

相談が多く寄せられていることが解る。

｢ｺﾞｳｲﾝ・ｻｷﾞ・ｾﾂﾒｲﾌﾞｿｸ・ｷﾖｷﾞｾﾂﾒｲ・ﾑﾘﾖｳｼﾖｳﾎｳ・ｷﾖｳﾊｸ・ﾊﾝﾊﾞｲﾓｸﾃｷｲﾝﾄｸ｣と強引で脅迫的

で説明不足、販売目的隠匿などの不当な勧誘方法をうかがわせるキーワードが上位に並ん

でいる。

｢ﾆｼﾞﾋｶﾞｲ｣が 77 件となっているが、「一人住まいの母に、北海道の土地を売ってやると

業者から電話があり、訪問してくると言うが断りたい。」、「職場に５年前に契約して終了し

た行政書士講座が終わっていないと電話があり書類が届いたが教材の購入申込書が届い

た。」といった過去の「原野商法」の被害者や、資格取得の講座などに申し込んだ人達に、

何らかの理由をつけて（全くナンセンスな理由）、新たな契約を結ばせようとする二次被

害に関するトラブルが増えている。過去の契約者の個人情報が漏えいしているのではない

かと思わせる相談内容でもある。

｢ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ｣は１昨年の個人情報保護法の施行により3.9％(平成17年度)と新たにクロー

ズアップされてきたキーワードであったが、平成 18 年度は 4.8％(166 件)とさらに増加し

てきている。事例としては｢住宅ローンの借り換えの申込をしたが要求される個人情報が多

すぎて不審｣、｢あなたの個人情報が流出し危険。無料で相談にのると電話があり、会う約

束をしたが、会っても大丈夫か｣、｢派遣会社に登録の削除を申し出たのに登録が残ってい

た。業者に削除と手続き完了通知を求めたが対応が悪い｣などがあった。

表 25 内容キーワード Ｎ＝3472

キーワード 件数 比率

ﾌﾄｳｾｲｷﾕｳ 1361 39.2%

ｲﾝﾀｰﾈﾂﾄ 1094 31.5%

ﾎﾟﾙﾉ･ﾌｳｿﾞｸ 990 28.5%

ｶｲﾔｸ 456 13.1%

ｺｳｶｶｸ･ﾘﾖｳｷﾝ 384 11.1%

ﾃﾞﾝｼｼﾖｳﾄﾘﾋｷ 300 8.6%

ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌ 225 6.5%

ｸﾚｰﾑｼﾖﾘ 177 5.1%

ｺﾞｳｲﾝ 173 5.0%

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ 166 4.8%

ｹｲﾔｸ 165 4.8%

ﾐｾｲﾈﾝｼﾔｹｲﾔｸ 150 4.3%

ﾍﾝｷﾝ 150 4.3%

ｻｷﾞ 147 4.2%

ｾﾂﾒｲﾌﾞｿｸ 146 4.2%

ｶﾃｲﾎｳﾊﾝ 145 4.2%

ｷﾖｷﾞｾﾂﾒｲ 129 3.7%

表 26 内容キーワード 続き

キーワード 件数 比率

ﾀｼﾞﾕｳｻｲﾑ 126 3.6%

ﾑﾘﾖｳｼﾖｳﾎｳ 119 3.4%

ｼﾝﾖｳｾｲ 115 3.3%

ﾔｸｿｸﾌﾘｺｳ 112 3.2%

ﾃﾞﾝﾜｶﾝﾕｳ 110 3.2%

ﾎｼﾖｳ 106 3.1%

ｶｲﾔｸﾘﾖｳ 94 2.7%

ﾑﾀﾞﾝｹｲﾔｸ 83 2.4%

ﾆｼﾞﾋｶﾞｲ 77 2.2%

ｻﾞﾂｼｺｳｺｸ 67 1.9%

ｼﾕｳﾘﾀﾞｲ 66 1.9%

ﾎｼﾖｳｷﾝﾄｳ 65 1.9%

ﾎｼﾖｳｷﾝﾄｳ 65 1.9%

ｷﾖｳﾊｸ 64 1.8%

ｹｲﾔｸｼﾖ･ｼﾖﾒﾝ 62 1.8%

ﾊﾝﾊﾞｲﾓｸﾃｷｲﾝﾄｸ 62 1.8%
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Ⅷ．消費者契約法の差止請求の対象となる事例について

「特定商取引に関する法律(以下特商法という)」に「消費者契約法」と同じように民事

ルールが取り入れられるようになり、「消費者契約法」を持ち出すことなく「特商法」で解

決できる事案が多くなってきている。しかし、消費者団体訴訟の差止請求の対象となるよ

うな事例として、あらたに相談をみてみたところ、「不実告知」が一番多く 65 件、ついで

「信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項」が 27件、「不当に高額な

解約損料」が 25 件、「不確実事実の断定的判断」が 17 件、「不利益事実の不告知」が 10

件あった。

関東では一昨年から斡旋処理も行っており、週末の電話での一回の聞き取りだけではな

く、資料の送付を受けるなどしているので、かなりしっかりとカウントできているのでは

ないかと考えている。一方、関西では日曜日だけの電話相談で聞き取ったことのみでカウ

ントしている。

表 27 消費者契約法(複数回答)

内 容 件 数

不実告知 65

不確実事実の断定的判断 17

不利益事実の不告知 10

不退去による困惑 2

退去困難による困惑 1

損害賠償責任を免除・制限する条項 2

不当に高額な解約損料 25

不当に高額な遅延損害金 0

信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項 27

消費者契約法の援用 2

具体的な事例

①不実告知

・平成 16年製の中古車、右ドア後ろに修理歴ありと聞いていたが、実は事故車だった。解

約したい。 (相談者・契約者：40 歳代男性)

・伯母が空き店舗に誘われ血液サラサラ効能をうたうブレスレットを購入。報道で効能に

根拠なしと分かった。解約できるか。

(相談者：30 歳代女性 契約者：60 歳代女性 42 万円)

・母が、今使っている電話回線が使用できなくなるからと訪問販売にきたセールスマンに

説明を受け別の電話会社に変えていた。元に戻したがっているが、可能か。

(相談者：40 歳代女性 契約者：70 歳代女性)

②信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項

・1 年未満で退去した。契約時の約束事項では家賃の 3 倍の敷金はすべて返金されないこ

とになっているが、納得できない。 (相談者・契約者：30 歳代女性 14.5 万円)

③不当に高額な解約損料

・結婚式場の衣装のレンタルの予約をしたが、キャンセルを申し出たところ 50%のキャン

セル料を請求された。 (相談者・契約者：20歳代女性 24.1 万円)
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・幼稚園に入園の申込みをし、入園金を納入したが事情により入園を辞退したい。入園金

を返還してもらえるか。 (相談者・契約者：40 歳代女性 15万円)

④不確実事実の断定的判断

・先輩に「近く公開される予定だから絶対に儲かる」と未公開株の購入を勧められ購入し

た。しかし公開されることはないと分かった。騙されたようなので返金してほしい。

(相談者・契約者：20歳代男性 95 万円)

・１年間の育毛サービス契約をしたが、10か月経つのに約束された効果がない。解約し返

金してほしい。 (相談者・契約者：30 歳代男性 170 万円)

⑤不利益事実の不告知

・昨年 11 月に中古車を購入したが、今年１月末走行距離が改ざんされていることがわかっ

た。解約したい。 (相談者・契約者：30 歳代男性 330 万円)

・相当な確実さで儲かると勧誘され石油先物取引を開始。次々と追証を求められサラ金で

借金して支払っているが、もう借金できない。(相談者・契約者：40 歳代男性 600 万円)

Ⅸ．主な相談事例

関東では受けた相談の中から、① 電話で相談を受けた後に、相談者から送られてきた

資料を検討して事業者等に問合せをしたりして、再び助言したりして相談者の自主交渉を

積極的にサポートしたもの ② 電話で相談を受けた後に、平日に協会の担当者が解決に

向けて事業者と交渉、斡旋したものなどを紹介する。①と②を合わせて 100 件となった。

(１) 商品

健康機器

高齢で、最近物忘れがひどい義母が高額な健康機器を購入していた。本人は家族に隠して

いたが民生委員が心配して教えてくれた。車で会場に連れていかれ、「ハイハイ」と手を挙

げて日用品を貰っているうちに健康機器を申し込まされ、クレジットを組んでしまったと

いう。商品・景品と共に車で自宅まで送ってもらった。納品の確認書に署名捺印させられ、

頭金 1 万円を支払ったという。クーリング・オフのやり方を知りたい。

（40 歳代女性 家事従事者）

浄水器・ミネラルウォーター

メンバーになると、業者が行っているネット通販で様々な商品が格安で購入できる、購入

額によりポイントがつく、知人を紹介すればさらに高いポイントがつき、楽で割りの良い

副収入が得られると勧められ入会したが、問題商法と知りこわくなった。

(20歳代男性 給与生活者)

中古自動車

ネットオークションで購入した。サイトには｢オートマの滑りもなく、絶好調｣と書いてあ

ったのに、引き取りに行った帰りに滑り、速度が出ない。すぐに電話して返品を伝えたが、

契約書に「引渡後は一切返品に応じない」との記載があることをたてに、返品に応じよう

としない。 (30 歳代男性 給与生活者)

中古マンション

不動産業者の仲介で中古マンションの契約をして、手付金 100 万円を支払った。その直
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後、市の広報紙で、このマンションの前の市有地がごみ焼却炉建設計画の候補地になって

いることを知った。契約前に業者と現地を見に行った際、「子どもが喘息なので、前の空き

地に変なものが建つと困る」と言うと、業者は「市の施設が建つらしい」としか言わなか

った。不動産業者はこの情報を知っていたのに、言わなかったとしか思えない。マンショ

ンの購入を取りやめたい。手付金を返してほしい。 （30 歳代女性 家事従事者）

(２) 役務

クリーニング

ワイシャツをクリーニングで破られた。クリーニング店は 1000 円のクリーニング券を付

けて戻した。納得いかないので説明を求めたところ 2.5 キロの洗剤をもってきた。賠償基

準によれば 3000 円の賠償額になるはず。賠償基準通りお金で弁償してほしい。

（30 歳代男性 給与生活者）

住宅補修工事

突然訪問してきたセールスマンに「屋根の一番上の瓦とか先の間に隙間が開いている」な

どといわれ不安になって補修工事契約をした。工事は２日間かかるといっていたのに、自

分が留守にしていた３時間くらいの間に工事をしたと事業者は言っている。４日後に代金

を取りに来るといわれた。 （30 歳代女性 家事従事者）

賃貸アパート

契約書では全て借家人がリフォーム代を支払う内容になっている。不当ではないか。原状

回復についての考え方を他機関にも聞いた。 （20 歳代女性 給与生活者）

ウィクリーマンション

新たな転居先を探すためのつなぎとして仲介業者から電話で申込み、営業所に出向いて説

明を聞いた。２人で住むには狭いと言われたが、治安に関しては何も言われなかった。そ

の場で申込み、カードで支払った。翌日荷物を搬入した際、管内に空き巣発生の注意張り

紙が多数あり、治安が不安だ。直ちに荷物を運び出しキャンセルを求めたが拒絶された。

（30 歳代女性 給与生活者）

情報通信サービス

携帯でアダルトサイトを見ていたら入会登録になった。３日後に留守録に入っていた番号

に連絡をした際、個人情報を言ってしまった。退会には 44 万円必要といわれた。払いたく

ないし、自宅・実家・勤務先に取り立てに来ないか心配。払わずにいたために延滞金・調

査費が加算されたという。 （30 歳代男性 給与生活者）

金の証拠金取引

電話勧誘の後、業者が家庭に訪問してきて、レストランで金相場の契約をした。仕組みや

契約内容もよくわからない。夫に相談したらリスクが大きいといわれた。リスクが大きい

なら損金が出ても手仕舞いしたい。また、契約時に提出した保険証のコピーを悪用されな

いか心配。 （30 歳代女性 家事従事者）

短期語学留学

１年後に出発する予定で、１ヶ月の短期語学留学の申込みをした。政情不安定だとわかっ

たので３日後に解約の申し出をしたところ、高額な解約料を請求された。約款は渡されて

いたが、字が小さく文章もわかりにくい。こなれていない翻訳文のようで何回読んでもわ

からない。 (30 歳代女性 家事従事者）
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英会話教室

去年の 11 月に英語学校に入学希望書と親の同意書を提出したが、その際に通えるか分から

ないので保留にしてくださいと言ったが、入学手続きが終わってローンの引落しがされて

いる。一度も授業を受けていないので全額返金して欲しい。今後は通う意思はない。

（10 歳代男性 学生）

学習塾

中学時代に通っていた塾から高校入学後も続けるかどうか尋ねられた。「続ける」と答えた

ところ、押印の上返送して欲しいと契約書が送付されてきた。この時点で子供が辞めると

言ったので、返送前にその旨を連絡したところ、口頭で契約は成立しているとして、解約

料として２万円を請求された。納得できないと言ったところ、停止扱いにすれば支払不要

といわれ承知してしまった。 （40 歳代女性 給与生活者）

菓子の専門学校

今年４月から通い始めた。前期、後期に分かれているが、授業は６か月ごとに契約するこ

とになっている。後期の申込みを１か月前に行い、代金を全額払ったが、自分には向いて

いないように思うようになった。辞めたい。書面には「授業料は、払い込み後、申込者の

理由の如何を問わず取消しはできない」と書いてあるが、授業料は返してもらえないか。

（30 歳代女性 給与生活者）

幼稚園

来春幼稚園に入園するための手続きをした。第１希望の幼稚園は補欠だったため、第２希

望の園に申し込み、入園金、施設費計１５万円を納入した。１０日後、第１希望の園より

入園可能と連絡があったので、第２希望の入園を辞退したい。募集要項に入園金は転居、

転勤の場合のみ返金するという条項がある。入園は５ヵ月後なので辞退に伴う幼稚園の損

害はないと思う。全額返金を希望。 （30 歳代男性 給与生活者）

(３) その他

洗剤販売の加盟店契約

勤めているが、副収入が見込めるというチラシをみて説明会に出かけた。契約金の高い加

盟店として登録すれば、売上金の 30％に収益が見込めるという。出費分の回収を早くした

いと思い、無理をしてクレジット契約した。冷静に考えてみると、とても収益が見込めそ

うにない。商品は届いていない。書面にクーリング・オフの記載がある。

（40 歳代男性 給与生活者）

マルチ商法

中学の時の知人に「いい話がある」と言われ、説明会に出向き月 100 万円儲かるなどの話

を聞いてマルチビジネスに参加する契約をした。数日後、不安になって知人に辞めたいと

言った。その後、上位の紹介者と会ったが、そんな理由では解約はできないといわれた。

（20 歳代女性 給与生活者）
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Ⅹ．平成 18 年度週末電話相談を終えて

年末年始の週末のみを休みとして、関東では 103 日、関西では 48 日(事務所が全館停電

などの使用不能状態の日を除く)、消費生活専門相談員延べ 453 人が相談を担当した。

相談件数は 3472 件、１日に平均 34 件の相談を受付、１人一日 11 件強の相談を受け付

けたことになる。

国民生活センターの PIO-NET によると、地方自治体の消費生活センターなどの相談件

数は平成 16 年度のピーク時は年間 200 万件弱の相談があった。しかし、架空請求、不当

請求に関する苦情相談が 17、18 年度と２、３割づつ減少し、消費生活センターの苦情件

数は平成 15 年以前の相談件数にもどりつつあり、相談現場は少し落ち着きを取り戻してい

る。

一方、当協会の相談窓口には架空請求・不当請求に関する相談が相変わらず寄せられて

いる。「今日もＲ60(オンライン関連サービス←PIO-NET に定められている記号)の相談が

約半分ありました」といった報告が担当者によってなされているように、平日は勤務で相

談できない給与生活者が不当請求などの相談を休日に寄せてきているのではないか、ある

いは休日にネットサーフィングしていてトラブルに巻き込まれた人が、インターネット等

で調べて休日に相談できる窓口として当会の週末電話相談に電話してきたのではないかと

推察される。

このように消費生活センターの相談内容といささか異なる点はあるとはいえ、全体でみ

ると、これまでみてきたように相談内容は多岐にわたっており、PIO-NET と特に変わった

ものでなく、日本全体の消費者相談現場の実態は反映しているものと思われる。

今年２月に、消費者契約法の改正に向けて開催されている「国民生活審議会消費者政策部

会消費者契約法評価検討委員会（第 2 回）」で当協会がヒアリングを受けた。その際の資料にな

ったのは主に週末電話相談の事例であった。ヒアリングの議事録は内閣府ＨＰに掲載されてい

る。http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/keiyaku.html

また、2006 年度に週末相談に寄せられた予備校の授業料返還に関する相談について、契

約条項の学納金不返還特約をたてに、一切の返還交渉に応じようとしない予備校に、相談

解決のための交渉を行うとともに、不返還特約条項の是正も申し入れるなど、今年６月７

日の消費者団体訴訟制度施行を前に、適格消費者団体申請準備活動を始めている。

週末相談は相談者の苦情に対する相談だけでなく、多くの相談の背後に存在する様々な

消費者問題を取り上げ、その解決に向けて上述のように色々な場で発言をしてきている。

こうした活動を続けていくためにも、今後とも土・日曜日に相談窓口を開く意義は十分に

認められる。しかし、一方で土・日曜日に協会事務所に出向き、相談を受けるということ

は、会員のボランティア精神に支えられて実施してきたが、その維持のための会員の精神

的、肉体的な負担は大きい。会員の活動へのさらなる理解と協力を広く期待したい。


